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す
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「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
の
船
長
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
五
第
七
三
号
）
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
、
船
長
が
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
を
受
け
る
に
あ
た
っ
て
外
務
省
職
員
が
助
言
を

行
っ
た
「
事
実
は
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
か
か
る
外
務
省
の
対
応
は
、
ロ
シ
ア
当
局
に
連

行
さ
れ
、
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
日
本
国
民
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
い
う
観
点
か
ら
適
切
で
あ
っ
た
と
政
府
は
考

え
る
か
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
「
『
第
三
十
一
吉
進
丸
』
船
長
が
ロ
シ
ア
の
『
裁
判
』
の
『
判
決
』
に
服
し
た
か

否
か
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
判
断
す
る
立
場
に
な
い
。
」
と
答
弁
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
外
務
省
が
「
第
三
十
一
吉
進

丸
」
船
長
に
ロ
シ
ア
の
「
裁
判
」
の
「
判
決
」
に
服
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
の
照
会
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
右
は
外
務
省
の
職
務
怠
慢
で
は
な
い
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
が
「
判
決
文
」
の
写
し
を
入
手
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
右
写
し

を
、
政
府
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
入
手
し
た
か
。
ま
た
、
入
手
に
あ
た
っ
て
金
員
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
か
。

右
質
問
す
る
。


